
第  46 号 議 案  

   神 戸 市 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 件  

神 戸 市 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る 。  

   令 和 ８ 年 ５ 月 11日 提 出  

                    神 戸 市 長  久   元   喜   造  

神 戸 市 市 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

第 １ 条  神 戸 市 市 税 条 例（ 昭 和 25年 ８ 月 条 例 第 199号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 又 は 太 線 の 表 示 部 分 （ 以 下 第 １ 号 及

び 第 ２ 号 に お い て 「 改 正 部 分 」 と い う 。 ） 及 び 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線

又 は 太 線 の 表 示 部 分（ 以 下 第 １ 号 及 び 第 ３ 号 に お い て「 改 正 後 部 分 」 と い う 。 ）

に つ い て は 、 次 の と お り と す る 。  

  ( 1)  改 正 部 分 及 び こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 部 分 が 存 在 す る と き は 、 当 該 改

正 部 分 を 当 該 改 正 後 部 分 に 改 め る 。  

  ( 2)  改 正 部 分 の み 存 在 す る と き は 、 当 該 改 正 部 分 を 削 る 。  

  ( 3)  改 正 後 部 分 の み 存 在 す る と き は 、 当 該 改 正 後 部 分 を 加 え る 。  

改 正 後  改 正 前  

（ 所 得 割 の 課 税 標 準 ）  （ 所 得 割 の 課 税 標 準 ）  

第 20条  ［ 略 ］  第 20条  ［ 略 ］  

２ ～ 11 ［ 略 ］  ２ ～ 11 ［ 略 ］  

12  特 定 配 当 等 （ 所 得 税 法 第 24条 第 １

項 に 規 定 す る 配 当 等 で 租 税 特 別 措 置

法 第 ９ 条 の ３ 各 号 に 掲 げ る も の （ 法

第 23条 第 １ 項 第 15号 ロ に 掲 げ る も の

を 除 く 。 ） を い う 。 以 下 こ の 節 に お い

て 同 じ 。） に 係 る 所 得 を 有 す る 者 に 係

る 総 所 得 金 額 は 、 当 該 特 定 配 当 等 に

係 る 所 得 の 金 額 を 除 外 し て 算 定 す る

12 特 定 配 当 等 （ 所 得 税 法 第 24条 第 １

項 に 規 定 す る 配 当 等 で 租 税 特 別 措 置

法 第 ９ 条 の ３ 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る も

の （ 法 第 23条 第 １ 項 第 15号 ロ に 掲 げ

る も の を 除 く 。 ） を い う 。 以 下 こ の 節

に お い て 同 じ 。） に 係 る 所 得 を 有 す る

者 に 係 る 総 所 得 金 額 は 、 当 該 特 定 配

当 等 に 係 る 所 得 の 金 額 を 除 外 し て 算



も の と す る 。  定 す る も の と す る 。  

13～ 15 ［ 略 ］  13～ 15 ［ 略 ］  

（ 租 税 条 約 に 基 づ く 申 立 て が 行 わ れ

た 場 合 に お け る 個 人 の 市 民 税 の 徴 収

猶 予 ）  

（ 租 税 条 約 に 基 づ く 申 立 て が 行 わ れ

た 場 合 に お け る 個 人 の 市 民 税 の 徴 収

猶 予 ）  

第 29 条 の ３  法 第 321 条 の ７ の 13 第 １

項 の 規 定 に よ る 徴 収 の 猶 予 に つ い て

は 、 同 条 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

第 29 条 の ３  法 第 321 条 の ７ の 12 第 １

項 の 規 定 に よ る 徴 収 の 猶 予 に つ い て

は 、 同 条 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ 固 定 資 産 税 の 課 税 標 準 の 特 例 ）  （ 固 定 資 産 税 の 課 税 標 準 の 特 例 ）  

第 36条 の ３  ［ 略 ］  第 36条 の ３  ［ 略 ］  

２ ～ ６  ［ 略 ］  ２ ～ ６  ［ 略 ］  

７  法 附 則 第 15条 第 24項 第 １ 号 に 規 定

す る 条 例 で 定 め る 割 合 は ２ 分 の １ と

し 、 同 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 条 例 で 定

め る 割 合 は ５ 分 の ３ と し 、 同 項 第 ３

号 に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 割 合 は ３

分 の ２ と し 、 同 項 第 ４ 号 に 規 定 す る

条 例 で 定 め る 割 合 は ４ 分 の ３ と す

る 。  

７  法 附 則 第 15条 第 24項 第 １ 号 に 規 定

す る 条 例 で 定 め る 割 合 は ３ 分 の ２ と

し 、 同 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 条 例 で 定

め る 割 合 は ７ 分 の ６ と し 、 同 項 第 ３

号 に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 割 合 は ４

分 の ３ と し 、 同 項 第 ４ 号 に 規 定 す る

条 例 で 定 め る 割 合 は ２ 分 の １ と す

る 。  

８ ～ 10 ［ 略 ］  ８ ～ 10 ［ 略 ］  

（ 利 便 性 等 向 上 改 修 工 事 が 行 わ れ た

改 修 特 別 特 定 建 築 物 に 対 す る 固 定 資

産 税 の 減 額 ）  

（ 利 便 性 等 向 上 改 修 工 事 が 行 わ れ た

改 修 実 演 芸 術 公 演 施 設 に 対 す る 固 定

資 産 税 の 減 額 ）  

第 37条 の ６ の ２  法 附 則 第 15条 の 11の

適 用 を 受 け る 改 修 特 別 特 定 建 築 物 に

係 る 固 定 資 産 税 の 減 額 に つ い て は 、

同 条 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

第 37条 の ６ の ２  法 附 則 第 15条 の 11の

適 用 を 受 け る 改 修 実 演 芸 術 公 演 施 設

に 係 る 固 定 資 産 税 の 減 額 に つ い て

は 、 同 条 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  



２  法 附 則 第 15条 の 11第 １ 項 に 規 定 す

る 条 例 で 定 め る 割 合 は 、 ３ 分 の １ と

す る 。  

 

３  法 附 則 第 15条 の 11第 １ 項 の 改 修 特

別 特 定 建 築 物 に つ い て 、 同 項 の 規 定

の 適 用 を 受 け よ う と す る 者 は 、 当 該

改 修 特 別 特 定 建 築 物 に 係 る 利 便 性 等

向 上 改 修 工 事 が 完 了 し た 日 か ら ３ 月

以 内 に 、 規 則 で 定 め る 申 告 書 に 必 要

な 書 類 を 添 付 し て 市 長 に 提 出 し な け

れ ば な ら な い 。  

２  法 附 則 第 15条 の 11第 １ 項 の 改 修 実

演 芸 術 公 演 施 設 に つ い て 、 同 項 の 規

定 の 適 用 を 受 け よ う と す る 者 は 、 当

該 改 修 実 演 芸 術 公 演 施 設 に 係 る 利 便

性 等 向 上 改 修 工 事 が 完 了 し た 日 か ら

３ 月 以 内 に 、 規 則 で 定 め る 申 告 書 に

必 要 な 書 類 を 添 付 し て 市 長 に 提 出 し

な け れ ば な ら な い 。  

（ 新 築 住 宅 等 に 対 す る 固 定 資 産 税 の

減 額 の 規 定 の 適 用 を 受 く べ き 者 が す

る 申 告 ）  

（ 新 築 住 宅 等 に 対 す る 固 定 資 産 税 の

減 額 の 規 定 の 適 用 を 受 く べ き 者 が す

る 申 告 ）  

第 46条  第 37条 の ２ の 規 定 に 該 当 す る

住 宅 に つ い て 、 同 条 の 規 定 の 適 用 を

受 く べ き 者 は 、 当 該 年 度 の 初 日 の 属

す る 年 の １ 月 31日 ま で に 、 規 則 で 定

め る 申 告 書 を 市 長 に 提 出 し な け れ ば

な ら な い 。  

第 46条  第 37条 の ２ 又 は 第 37条 の ４ の

規 定 に 該 当 す る 住 宅 に つ い て 、 同 条

の 規 定 の 適 用 を 受 く べ き 者 は 、 当 該

年 度 の 初 日 の 属 す る 年 の １ 月 31日 ま

で に 、 規 則 で 定 め る 申 告 書 を 市 長 に

提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 軽 自 動 車 税 の 減 免 ）  （ 軽 自 動 車 税 の 減 免 ）  

第 71条  ［ 略 ］  第 71条  ［ 略 ］  

２  ［ 略 ］  ２  ［ 略 ］  

３  前 ２ 項 の 規 定 に よ つ て 軽 自 動 車 税

の 減 免 を 受 け よ う と す る 者 は 、 納 期

限 ま で に 、 そ の 事 由 を 証 す る 書 類 を

添 え て 市 長 に 申 請 し な け れ ば な ら な

い 。た だ し 、軽 自 動 車 税 を 減 免 す べ き

３  前 ２ 項 の 規 定 に よ つ て 軽 自 動 車 税

の 減 免 を 受 け よ う と す る 者 は 、 納 期

限 前 ７ 日 ま で に 、 そ の 事 由 を 証 す る

書 類 を 添 え て 市 長 に 申 請 し な け れ ば

な ら な い 。た だ し 、軽 自 動 車 税 を 減 免



事 由 が あ る こ と が 明 ら か な 場 合 に 限

り 、市 長 は 、申 請 を 待 た ず に 減 免 す る

こ と が で き る 。  

す べ き 事 由 が あ る こ と が 明 ら か な 場

合 に 限 り 、市 長 は 、申 請 を 待 た ず に 減

免 す る こ と が で き る 。  

附  則  附  則  

（ 特 定 居 住 用 財 産 の 譲 渡 損 失 の 損 益

通 算 及 び 繰 越 控 除 ）  

（ 特 定 居 住 用 財 産 の 譲 渡 損 失 の 損 益

通 算 及 び 繰 越 控 除 ）  

第 ４ 条 の ２  ［ 略 ］  第 ４ 条 の ２  ［ 略 ］  

２ ～ ４  ［ 略 ］  ２ ～ ４  ［ 略 ］  

５  第 ３ 項 の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 に

は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

５  第 ３ 項 の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 に

は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

( 1 )  ［ 略 ］  ( 1)  ［ 略 ］  

( 2 )  第 25条 第 ５ 項 の 規 定 の 適 用 に つ

い て は 、同 項 中「 純 損 失 又 は 雑 損 失

の 金 額 」 と あ る の は「 純 損 失 若 し く

は 雑 損 失 の 金 額 又 は 附 則 第 ４ 条 の

２ 第 ３ 項 に 規 定 す る 通 算 後 譲 渡 損

失 の 金 額 」 と 、「 ３ 月 15日 ま で に 同

項 の 申 告 書 」 と あ る の は「 ３ 月 15日

ま で に 、 第 １ 項 の 申 告 書 又 は 総 務

省 令 の 定 め る と こ ろ に よ り 同 条 第

３ 項 に 規 定 す る 通 算 後 譲 渡 損 失 の

金 額 の 控 除 に 関 す る 事 項 そ の 他 の

政 令 で 定 め る 事 項 を 記 載 し た 申 告

書 」 と す る 。  

( 2 )  第 25条 第 ５ 項 の 規 定 の 適 用 に つ

い て は 、同 項 中「 純 損 失 又 は 雑 損 失

の 金 額 」 と あ る の は「 純 損 失 若 し く

は 雑 損 失 の 金 額 又 は 附 則 第 ４ 条 の

２ 第 ３ 項 に 規 定 す る 通 算 後 譲 渡 損

失 の 金 額 」 と 、「 ３ 月 15日 ま で に 同

項 の 申 告 書 」 と あ る の は「 ３ 月 15日

ま で に 、 第 １ 項 の 申 告 書 又 は 総 務

省 令 の 定 め る と こ ろ に よ つ て 同 条

第 ３ 項 に 規 定 す る 通 算 後 譲 渡 損 失

の 金 額 の 控 除 に 関 す る 事 項 そ の 他

の 政 令 で 定 め る 事 項 を 記 載 し た 申

告 書 」 と す る 。  

( 3 )  ［ 略 ］  ( 3)  ［ 略 ］  

（ 寄 附 金 税 額 控 除 に お け る 特 例 控 除

額 の 特 例 ）  

（ 寄 附 金 税 額 控 除 に お け る 特 例 控 除

額 の 特 例 ）  



第 ４ 条 の ６  法 附 則 第 ５ 条 の ５ 第 ２ 項

の 適 用 を 受 け る 個 人 の 市 民 税 に 係 る

寄 附 金 税 額 控 除 に お け る 特 例 控 除 額

に つ い て は 、 同 項 の 定 め る と こ ろ に

よ る 。  

第 ４ 条 の ６  第 23条 の ２ の 規 定 の 適 用

を 受 け る 市 民 税 の 所 得 割 の 納 税 義 務

者 が 、 同 条 第 ４ 項 第 ２ 号 若 し く は 第

３ 号 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 す る 場 合 又

は 第 21条 第 ３ 項 に 規 定 す る 課 税 総 所

得 金 額 、 課 税 退 職 所 得 金 額 及 び 課 税

山 林 所 得 金 額 を 有 し な い 場 合 で あ つ

て 、 当 該 納 税 義 務 者 の 前 年 中 の 所 得

に つ い て 、 附 則 第 14条 の ５ に 規 定 す

る 法 附 則 第 33条 の ２ 第 ５ 項 、 附 則 第

14条 の ６ に 規 定 す る 法 附 則 第 33条 の

３ 第 ５ 項 、 附 則 第 15条 に 規 定 す る 法

附 則 第 34条 第 ４ 項 、 附 則 第 16条 に 規

定 す る 法 附 則 第 35条 第 ５ 項 、 附 則 第

16条 の ２ に 規 定 す る 法 附 則 第 35条 の

２ 第 ５ 項 、 附 則 第 16条 の ２ の ２ 第 １

項 に 規 定 す る 法 附 則 第 35条 の ２ の ３

第 ５ 項 又 は 附 則 第 16条 の ４ に 規 定 す

る 法 附 則 第 35条 の ４ 第 ４ 項 の 規 定 の

適 用 を 受 け る と き は 、 第 23条 の ２ 第

４ 項 に 規 定 す る 特 例 控 除 額 は 、 同 項

第 ２ 号 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 納

税 義 務 者 が 前 年 中 に 支 出 し た 特 例 控

除 対 象 寄 附 金 の 額 の 合 計 額 の う ち

2, 000円 を 超 え る 金 額 に 、 次 の 各 号 に

掲 げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号

に 定 め る 割 合 （ 当 該 各 号 に 掲 げ る 場

合 の ２ 以 上 に 該 当 す る と き は 、 当 該



各 号 に 定 め る 割 合 の う ち 最 も 低 い 割

合 ） を 乗 じ て 得 た 金 額 の ５ 分 の ４ に

相 当 す る 金 額 （ 当 該 金 額 が 当 該 納 税

義 務 者 の 第 21条（ 第 １ 項 を 除 く 。 ） 及

び 第 22条 の 規 定 を 適 用 し た 場 合 の 所

得 割 の 額 の 100 分 の 20 に 相 当 す る 金

額 を 超 え る と き は 、 当 該 100分 の 20に

相 当 す る 金 額 ） と す る 。  

 ( 1)  第 21条 第 ３ 項 に 規 定 す る 課 税 山

林 所 得 金 額 を 有 す る 場 合  当 該 課

税 山 林 所 得 金 額 の ５ 分 の １ に 相 当

す る 金 額 に つ い て 、 第 23条 の ２ 第

４ 項 第 １ 号 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 金

額 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 同 表 の

右 欄 に 掲 げ る 割 合  

 ( 2)  第 21条 第 ３ 項 に 規 定 す る 課 税 退

職 所 得 金 額 を 有 す る 場 合  当 該 課

税 退 職 所 得 金 額 に つ い て 、 第 23条

の ２ 第 ４ 項 第 １ 号 の 表 の 左 欄 に 掲

げ る 金 額 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ

同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 割 合  

 ( 3)  前 年 中 の 所 得 に つ い て 附 則 第 14

条 の ６ に 規 定 す る 法 附 則 第 33条 の

３ 第 ５ 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 場

合  100分 の 50 

 ( 4)  前 年 中 の 所 得 に つ い て 附 則 第 16

条 に 規 定 す る 法 附 則 第 35条 第 ５ 項

の 規 定 の 適 用 を 受 け る 場 合  100



分 の 60 

 ( 5)  前 年 中 の 所 得 に つ い て 附 則 第 14

条 の ５ に 規 定 す る 法 附 則 第 33条 の

２ 第 ５ 項 、 附 則 第 15条 に 規 定 す る

法 附 則 第 34条 第 ４ 項 、 附 則 第 16条

の ２ に 規 定 す る 法 附 則 第 35条 の ２

第 ５ 項 、 附 則 第 16条 の ２ の ２ 第 １

項 に 規 定 す る 法 附 則 第 35条 の ２ の

３ 第 ５ 項 又 は 附 則 第 16条 の ４ に 規

定 す る 法 附 則 第 35条 の ４ 第 ４ 項 の

規 定 の 適 用 を 受 け る 場 合  100 分

の 75 

第 ４ 条 の ７ 及 び 第 ４ 条 の ８  削 除  第 ４ 条 の ７  平 成 26年 度 か ら 令 和 20年

度 ま で の 各 年 度 分 の 個 人 の 市 民 税 に

つ い て の 第 23条 の ２ 第 １ 項 及 び 第 ４

項 並 び に 前 条 （ こ れ ら の 規 定 を 次 条

の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場

合 を 含 む 。 ） の 規 定 の 適 用 に つ い て

は 、 第 23条 の ２ 第 ４ 項 第 １ 号 の 表 中

「 100分 の 85」 と あ る の は 「 100分 の

84. 895」 と 、 「 100分 の 80」 と あ る の

は「 100分 の 79. 79」 と 、「 100分 の 70」

と あ る の は「 100分 の 69. 58」 と 、「 100

分 の 67」 と あ る の は「 100分 の 66. 517」

と 、「 100分 の 57」 と あ る の は「 100分

の 56. 307」 と 、 「 100分 の 50」 と あ る

の は 、 「 100分 の 49. 16」 と 、 「 100分

の 45」 と あ る の は 「 100分 の 44. 055」



と 、 前 条 第 ３ 号 中「 100分 の 50」 と あ

る の は「 100分 の 49. 16」 と 、 同 条 第 ４

号 中「 100分 の 60」 と あ る の は「 100分

の 59. 37」 と 、 同 条 第 ５ 号 中「 100分 の

75」 と あ る の は 「 100分 の 74. 685」 と

す る 。  

 （ 寄 附 金 税 額 控 除 の 対 象 と な る 寄 附

金 の 特 例 ）  

 第 ４ 条 の ８  租 税 特 別 措 置 法 第 ４ 条 の

５ 第 １ 項 の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 に

お け る 第 23条 の ２ 第 １ 項 及 び 第 ４ 項

並 び に 附 則 第 ４ 条 の ６ の 規 定 の 適 用

に つ い て は 、第 23条 の ２ 第 １ 項 中「 次

に 掲 げ る 寄 附 金 」 と あ る の は「 次 に 掲

げ る 寄 附 金 （ 租 税 特 別 措 置 法 第 ４ 条

の ５ 第 １ 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け た 同

項 に 規 定 す る 利 子 等 の 金 額 の う ち 当

該 寄 附 金 の 支 出 に 充 て ら れ た も の と

し て 政 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 計 算

し た 金 額 に 相 当 す る 部 分 を 除 く 。 ） 」

と 、 第 23条 の ２ 条 第 ４ 項 及 び 附 則 第

４ 条 の ６ 中「 特 例 控 除 寄 附 金 」 と あ る

の は 、 「 特 例 控 除 寄 附 金 ( 租 税 特 別 措

置 法 第 ４ 条 の ５ 第 １ 項 の 規 定 の 適 用

を 受 け た 同 項 に 規 定 す る 利 子 等 の 金

額 の う ち 当 該 特 例 控 除 対 象 寄 附 金 の

支 出 に 充 て ら れ た も の と し て 政 令 で

定 め る と こ ろ に よ り 計 算 し た 金 額 に



相 当 す る 部 分 を 除 く 。 ) 」 と す る 。  

第 ２ 条  神 戸 市 市 税 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 第 ２ 条 に よ る 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 又 は 太 線 の 表 示 部 分

（ 以 下 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 に お い て 「 改 正 部 分 」 と い う 。 ） 及 び 第 ２ 条 に よ る 改

正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 又 は 太 線 の 表 示 部 分 （ 以 下 第 １ 号 及 び 第 ３ 号 に お

い て 「 改 正 後 部 分 」 と い う 。 ） に つ い て は 、 次 の と お り と す る 。  

  ( 1)  改 正 部 分 及 び こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 部 分 が 存 在 す る と き は 、 当 該 改

正 部 分 を 当 該 改 正 後 部 分 に 改 め る 。  

  ( 2)  改 正 部 分 の み 存 在 す る と き は 、 当 該 改 正 部 分 を 削 る 。  

  ( 3)  改 正 後 部 分 の み 存 在 す る と き は 、 当 該 改 正 後 部 分 を 加 え る 。  

第 ２ 条 に よ る 改 正 後  第 ２ 条 に よ る 改 正 前  

（ 市 民 税 に 関 す る 用 語 の 意 義 ）  （ 市 民 税 に 関 す る 用 語 の 意 義 ）  

第 18条  市 民 税 に つ い て 、 次 の 各 号 に

掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ ぞ れ 当 該

各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

第 18条  市 民 税 に つ い て 、 次 の 各 号 に

掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ ぞ れ 当 該

各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

( 1 ) ～ ( 5)  ［ 略 ］  ( 1) ～ ( 5)  ［ 略 ］  

( 6 )  退 職 手 当 等  所 得 税 法 第 30条 第

１ 項 に 規 定 す る 退 職 手 当 等 （ 同 法

第 31条 に お い て 退 職 手 当 等 と み な

さ れ る 一 時 金 及 び 租 税 特 別 措 置 法

第 29条 の ５ に お い て 退 職 手 当 等 と

み な さ れ る 金 額 を 含 む 。 ） を い う 。 

( 6 )  退 職 手 当 等  所 得 税 法 第 30条 第

１ 項 に 規 定 す る 退 職 手 当 等 （ 同 法

第 31条 に お い て 退 職 手 当 等 と み な

さ れ る 一 時 金 及 び 租 税 特 別 措 置 法

第 29条 の ４ に お い て 退 職 手 当 等 と

み な さ れ る 金 額 を 含 む 。 ） を い う 。 

( 7 )  同 一 生 計 配 偶 者  市 民 税 の 納 税

義 務 者 の 配 偶 者 で そ の 納 税 義 務 者

と 生 計 を 一 に す る も の （ 第 20条 第

３ 項 に 規 定 す る 青 色 事 業 専 従 者 に

該 当 す る も の で 同 項 に 規 定 す る 給

与 の 支 払 を 受 け る も の 及 び 同 条 第

( 7)  同 一 生 計 配 偶 者  市 民 税 の 納 税

義 務 者 の 配 偶 者 で そ の 納 税 義 務 者

と 生 計 を 一 に す る も の （ 第 20条 第

３ 項 に 規 定 す る 青 色 事 業 専 従 者 に

該 当 す る も の で 同 項 に 規 定 す る 給

与 の 支 払 を 受 け る も の 及 び 同 条 第



４ 項 に 規 定 す る 事 業 専 従 者 に 該 当

す る も の を 除 く 。 ） の う ち 、 当 該 年

度 の 初 日 の 属 す る 年 の 前 年 （ 以 下

こ の 条 、第 19条 の ２ 、第 20条 か ら 第

25条 の ２ ま で 、 第 26条 か ら 第 28条

の 12ま で 及 び 第 33条 に お い て 「 前

年 」 と い う 。 ） の 合 計 所 得 金 額 が 62

万 円 以 下 で あ る 者 を い う 。  

４ 項 に 規 定 す る 事 業 専 従 者 に 該 当

す る も の を 除 く 。 ） の う ち 、 当 該 年

度 の 初 日 の 属 す る 年 の 前 年 （ 以 下

こ の 条 、第 19条 の ２ 、第 20条 か ら 第

25条 の ２ ま で 、 第 26条 か ら 第 28条

の 12ま で 及 び 第 33条 に お い て 「 前

年 」 と い う 。 ） の 合 計 所 得 金 額 が 58

万 円 以 下 で あ る 者 を い う 。  

( 8 )  ［ 略 ］  ( 8)  ［ 略 ］  

( 9 )  扶 養 親 族  市 民 税 の 納 税 義 務 者

の 親 族 （ そ の 納 税 義 務 者 の 配 偶 者

を 除 く 。 ） 並 び に 児 童 福 祉 法（ 昭 和

22年 法 律 第 164号 ） 第 27条 第 １ 項 第

３ 号 の 規 定 に よ り 同 法 第 ６ 条 の ４

第 １ 項 に 規 定 す る 里 親 に 委 託 さ れ

た 児 童 及 び 老 人 福 祉 法 （ 昭 和 38年

法 律 第 133号 ） 第 11条 第 １ 項 第 ３ 号

の 規 定 に よ り 同 号 に 規 定 す る 養 護

受 託 者 に 委 託 さ れ た 老 人 で そ の 納

税 義 務 者 と 生 計 を 一 に す る も の

（ 第 20条 第 ３ 項 に 規 定 す る 青 色 事

業 専 従 者 に 該 当 す る も の で 同 項 に

規 定 す る 給 与 の 支 払 を 受 け る も の

及 び 同 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 事 業 専

従 者 に 該 当 す る も の を 除 く 。） の う

ち 、 前 年 の 合 計 所 得 金 額 が 62万 円

以 下 で あ る 者 を い う 。  

( 9 )  扶 養 親 族  市 民 税 の 納 税 義 務 者

の 親 族 （ そ の 納 税 義 務 者 の 配 偶 者

を 除 く 。 ） 並 び に 児 童 福 祉 法（ 昭 和

22年 法 律 第 164号 ） 第 27条 第 １ 項 第

３ 号 の 規 定 に よ り 同 法 第 ６ 条 の ４

第 １ 項 に 規 定 す る 里 親 に 委 託 さ れ

た 児 童 及 び 老 人 福 祉 法 （ 昭 和 38年

法 律 第 133号 ） 第 11条 第 １ 項 第 ３ 号

の 規 定 に よ り 同 号 に 規 定 す る 養 護

受 託 者 に 委 託 さ れ た 老 人 で そ の 納

税 義 務 者 と 生 計 を 一 に す る も の

（ 第 20条 第 ３ 項 に 規 定 す る 青 色 事

業 専 従 者 に 該 当 す る も の で 同 項 に

規 定 す る 給 与 の 支 払 を 受 け る も の

及 び 同 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 事 業 専

従 者 に 該 当 す る も の を 除 く 。） の う

ち 、 前 年 の 合 計 所 得 金 額 が 58万 円

以 下 で あ る 者 を い う 。  

( 10 ) ～ ( 15)  ［ 略 ］  ( 10 ) ～ ( 15)  ［ 略 ］  



２ ～ ５  ［ 略 ］  ２ ～ ５  ［ 略 ］  

（ 所 得 控 除 ）  （ 所 得 控 除 ）  

第 20条 の ３  所 得 割 の 納 税 義 務 者 が 次

の 各 号 に 掲 げ る 者 の い ず れ か に 該 当

す る 場 合 に は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に

定 め る 金 額 を そ の 者 の 前 年 の 所 得 に

つ い て 算 定 し た 総 所 得 金 額 、 退 職 所

得 金 額 又 は 山 林 所 得 金 額 か ら 控 除 す

る も の と す る 。  

第 20条 の ３  所 得 割 の 納 税 義 務 者 が 次

の 各 号 に 掲 げ る 者 の い ず れ か に 該 当

す る 場 合 に は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に

定 め る 金 額 を そ の 者 の 前 年 の 所 得 に

つ い て 算 定 し た 総 所 得 金 額 、 退 職 所

得 金 額 又 は 山 林 所 得 金 額 か ら 控 除 す

る も の と す る 。  

( 1 ) ～ ( 5の 3)  ［ 略 ］  ( 1) ～ ( 5の 3)  ［ 略 ］  

( 6 )  障 害 者 で あ る 所 得 割 の 納 税 義 務

者 又 は 障 害 者 で あ る 同 一 生 計 配 偶

者 若 し く は 扶 養 親 族 を 有 す る 所 得

割 の 納 税 義 務 者  各 障 害 者 に つ き

26万 円（ そ の 者 が 特 別 障 害 者（ 障 害

者 の う ち 、 精 神 又 は 身 体 に 重 度 の

障 害 が あ る 者 で 政 令 で 定 め る も の

を い う 。 第 ３ 項 及 び 第 ８ 項 並 び に

第 22条 及 び 第 25条 の ２ の ３ 第 １ 項

第 ２ 号 に お い て 同 じ 。） で あ る 場 合

に は 、 30万 円 ）  

( 6 )  障 害 者 で あ る 所 得 割 の 納 税 義 務

者 又 は 障 害 者 で あ る 同 一 生 計 配 偶

者 若 し く は 扶 養 親 族 を 有 す る 所 得

割 の 納 税 義 務 者  各 障 害 者 に つ き

26万 円（ そ の 者 が 特 別 障 害 者（ 障 害

者 の う ち 、 精 神 又 は 身 体 に 重 度 の

障 害 が あ る 者 で 政 令 で 定 め る も の

を い う 。 第 ３ 項 及 び 第 ８ 項 並 び に

第 22条 に お い て 同 じ 。） で あ る 場 合

に は 、 30万 円 ）  

( 7 ) ～ ( 12)  ［ 略 ］  ( 7) ～ ( 12)  ［ 略 ］  

２ ～ 12 ［ 略 ］  ２ ～ 12 ［ 略 ］  

（ 寄 附 金 税 額 控 除 ）  （ 寄 附 金 税 額 控 除 ）  

第 23条 の ２  ［ 略 ］  第 23条 の ２  ［ 略 ］  

２ 、 ３  ［ 略 ］  ２ 、 ３  ［ 略 ］  

４  第 １ 項 の 特 例 控 除 額 は 、 同 項 の 所 ４  第 １ 項 の 特 例 控 除 額 は 、 同 項 の 所



得 割 の 納 税 義 務 者 が 前 年 中 に 支 出 し

た 特 例 控 除 対 象 寄 附 金 の 額 の 合 計 額

の う ち 2, 000円 を 超 え る 金 額 に 、 次 の

各 号 に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 当

該 各 号 に 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 金

額 の ５ 分 の ４ に 相 当 す る 金 額 と す

る 。た だ し 、当 該 相 当 す る 金 額 が 当 該

納 税 義 務 者 の 第 21条 及 び 第 22条 の 規

定 を 適 用 し た 場 合 の 所 得 割 の 額 の

100 分 の 20 に 相 当 す る 金 額 と

1, 544, 000 円 と の い ず れ か 低 い 金 額

を 超 え る と き は 、 当 該 い ず れ か 低 い

金 額 と す る 。  

得 割 の 納 税 義 務 者 が 前 年 中 に 支 出 し

た 特 例 控 除 対 象 寄 附 金 の 額 の 合 計 額

の う ち 2, 000円 を 超 え る 金 額 に 、 次 の

各 号 に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 当

該 各 号 に 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 金

額 の ５ 分 の ４ に 相 当 す る 金 額 （ 当 該

金 額 が 当 該 納 税 義 務 者 の 第 21条 及 び

第 22条 の 規 定 を 適 用 し た 場 合 の 所 得

割 の 額 の 100 分 の 20 に 相 当 す る 金 額

を 超 え る と き は 、 当 該 100分 の 20に 相

当 す る 金 額 ） と す る 。  

( 1 ) ～ ( 3)  ［ 略 ］  ( 1) ～ ( 3)  ［ 略 ］  

５ 、 ６  ［ 略 ］  ５ 、 ６  ［ 略 ］  

（ 個 人 の 市 民 税 に 係 る 給 与 所 得 者 の

扶 養 親 族 等 申 告 書 ）  

（ 個 人 の 市 民 税 に 係 る 給 与 所 得 者 の

扶 養 親 族 等 申 告 書 ）  

第 25 条 の ２ の ２  所 得 税 法 第 194 条 第

１ 項 の 規 定 に よ り 同 項 に 規 定 す る 申

告 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 者

（ 以 下 こ の 条 に お い て「 給 与 所 得 者 」

と い う 。 ） は 、 当 該 申 告 書 の 提 出 の 際

に 経 由 す べ き 同 項 に 規 定 す る 給 与 等

の 支 払 者（ 以 下 こ の 条 に お い て「 給 与

支 払 者 」 と い う 。 ） か ら 毎 年 最 初 に 給

与 の 支 払 を 受 け る 日 の 前 日 ま で に 、

総 務 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 次

に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 告 書 を 、

第 25 条 の ２ の ２  所 得 税 法 第 194 条 第

１ 項 の 規 定 に よ り 同 項 に 規 定 す る 申

告 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 者

（ 以 下 こ の 条 に お い て「 給 与 所 得 者 」

と い う 。 ） は 、 当 該 申 告 書 の 提 出 の 際

に 経 由 す べ き 同 項 に 規 定 す る 給 与 等

の 支 払 者（ 以 下 こ の 条 に お い て「 給 与

支 払 者 」 と い う 。 ） か ら 毎 年 最 初 に 給

与 の 支 払 を 受 け る 日 の 前 日 ま で に 、

総 務 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 次

に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 告 書 を 、



当 該 給 与 支 払 者 を 経 由 し て 市 長 に 提

出 し な け れ ば な ら な い 。  

当 該 給 与 支 払 者 を 経 由 し て 市 長 に 提

出 し な け れ ば な ら な い 。  

( 1 )  ［ 略 ］  ( 1)  ［ 略 ］  

( 2 )  所 得 割 の 納 税 義 務 者 （ 合 計 所 得

金 額 が 1, 000 万 円 以 下 で あ る も の

に 限 る 。） の 自 己 と 生 計 を 一 に す る

配 偶 者 （ 第 20条 第 ３ 項 に 規 定 す る

青 色 事 業 専 従 者 に 該 当 す る も の で

同 項 に 規 定 す る 給 与 の 支 払 を 受 け

る も の 及 び 同 条 第 ４ 項 に 規 定 す る

事 業 専 従 者 に 該 当 す る も の を 除

く 。 ） （ 合 計 所 得 金 額 が 133万 円 以

下 で あ る も の に 限 る 。 ） の 氏 名  

( 2)  所 得 割 の 納 税 義 務 者 （ 合 計 所 得

金 額 が 1, 000 万 円 以 下 で あ る も の

に 限 る 。） の 自 己 と 生 計 を 一 に す る

配 偶 者 （ 第 20条 第 ３ 項 に 規 定 す る

青 色 事 業 専 従 者 に 該 当 す る も の で

同 項 に 規 定 す る 給 与 の 支 払 を 受 け

る も の 及 び 同 条 第 ４ 項 に 規 定 す る

事 業 専 従 者 に 該 当 す る も の を 除

き 、 合 計 所 得 金 額 が 133万 円 以 下 で

あ る も の に 限 る 。 次 条 第 １ 項 に お

い て 同 じ 。 ） の 氏 名  

( 3) 、 ( 4 )  ［ 略 ］  ( 3) 、 ( 4 )  ［ 略 ］  

２ ～ ６  ［ 略 ］  ２ ～ ６  ［ 略 ］  

（ 個 人 の 市 民 税 に 係 る 公 的 年 金 等 受

給 者 の 扶 養 親 族 等 申 告 書 ）  

（ 個 人 の 市 民 税 に 係 る 公 的 年 金 等 受

給 者 の 扶 養 親 族 等 申 告 書 ）  

第 25 条 の ２ の ３  法 第 317 条 の ３ の ３

第 １ 項 に 規 定 す る 公 的 年 金 等 受 給 者

（ 以 下 こ の 条 に お い て 「 公 的 年 金 等

受 給 者 」 と い う 。 ） は 、 公 的 年 金 等 支

払 者 か ら 毎 年 最 初 に 同 項 に 規 定 す る

公 的 年 金 等 の 支 払 を 受 け る 日 の 前 日

ま で に 、 総 務 省 令 で 定 め る と こ ろ に

よ り 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申

告 書 を 、 当 該 公 的 年 金 等 支 払 者 を 経

由 し て 、 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら

第 25 条 の ２ の ３  所 得 税 法 第 203 条

の ６ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 同 項 に 規 定

す る 申 告 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な

い 者 又 は 法 の 施 行 地 に お い て 同 項 に

規 定 す る 公 的 年 金 等（ 所 得 税 法 第 203

条 の ７ の 規 定 の 適 用 を 受 け る も の を

除 く 。 以 下 こ の 項 に お い て「 公 的 年 金

等 」 と い う 。 ） の 支 払 を 受 け る 第 19条

第 １ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 者 で あ つ て 、

特 定 配 偶 者（ 所 得 割 の 納 税 義 務 者（ 合



な い 。  計 所 得 金 額 が 900 万 円 以 下 で あ る も

の に 限 る 。 ） の 自 己 と 生 計 を 一 に す る

配 偶 者（ 退 職 手 当 等（ 第 34条 の ２ に 規

定 す る 退 職 手 当 等 に 限 る 。 以 下 こ の

項 に お い て 同 じ 。 ） に 係 る 所 得 を 有 す

る 者 で あ つ て 、 合 計 所 得 金 額 が 95万

円 以 下 で あ る も の に 限 る 。 ） を い う 。

第 ２ 号 に お い て 同 じ 。 ） 又 は 扶 養 親 族

（ 年 齢 16歳 未 満 の 者 又 は 控 除 対 象 扶

養 親 族 で あ つ て 退 職 手 当 等 に 係 る 所

得 を 有 す る 者 に 限 る 。 ） 若 し く は 特 定

親 族 （ 退 職 手 当 等 に 係 る 所 得 を 有 す

る 者 で あ つ て 、 合 計 所 得 金 額 が 85万

円 以 下 で あ る も の に 限 る 。 ） を 有 す る

者（ 以 下 こ の 条 に お い て「 公 的 年 金 等

受 給 者 」 と い う 。 ） は 、 当 該 申 告 書 の

提 出 の 際 に 経 由 す べ き 所 得 税 法 第

203 条 の ６ 第 １ 項 に 規 定 す る 公 的 年

金 等 の 支 払 者 （ 以 下 こ の 条 に お い て

「 公 的 年 金 等 支 払 者 」 と い う 。 ） か ら

毎 年 最 初 に 公 的 年 金 等 の 支 払 を 受 け

る 日 の 前 日 ま で に 、 総 務 省 令 で 定 め

る と こ ろ に よ り 、 次 に 掲 げ る 事 項 を

記 載 し た 申 告 書 を 、 当 該 公 的 年 金 等

支 払 者 を 経 由 し て 市 長 に 提 出 し な け

れ ば な ら な い 。  

( 1 )  ［ 略 ］  ( 1)  ［ 略 ］  

( 2 )  公 的 年 金 等 受 給 者 が 、 特 別 障 害  



者 又 は そ の 他 の 障 害 者 に 該 当 す る

場 合 に は そ の 旨 及 び そ の 該 当 す る

事 実 並 び に 寡 婦 又 は ひ と り 親 に 該

当 す る 場 合 に は そ の 旨  

( 3)  法 第 317 条 の ３ の ３ 第 ２ 項 第 ３

号 に 規 定 す る 特 定 配 偶 者 の 氏 名  

( 2)  特 定 配 偶 者 の 氏 名  

( 4) 、 ( 5 )  ［ 略 ］  ( 3 ) 、 ( 4)  ［ 略 ］  

２ ～ ５  ［ 略 ］  ２ ～ ５  ［ 略 ］  

附  則  附  則  

（ 東 日 本 大 震 災 に 係 る 住 宅 借 入 金 等

特 別 税 額 控 除 の 適 用 期 間 等 の 特 例 ）  

第 24条  市 民 税 の 所 得 割 の 納 税 義 務 者

が 前 年 分 の 所 得 税 に つ き 震 災 特 例 法

第 13条 第 １ 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け た

場 合 に お け る 附 則 第 ４ 条 の ５ に 規 定

す る 法 附 則 第 ５ 条 の ４ の 規 定 の 適 用

に つ い て は 、 次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る

同 条 の 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字

句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る

字 句 と す る 。  

（ 東 日 本 大 震 災 に 係 る 住 宅 借 入 金 等

特 別 税 額 控 除 の 適 用 期 間 等 の 特 例 ）  

第 24条  市 民 税 の 所 得 割 の 納 税 義 務 者

が 前 年 分 の 所 得 税 に つ き 震 災 特 例 法

第 13条 第 １ 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け た

場 合 に お け る 附 則 第 ４ 条 の ５ に 規 定

す る 法 附 則 第 ５ 条 の ４ の 規 定 の 適 用

に つ い て は 、 次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る

同 条 の 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字

句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る

字 句 と す る 。  

［ 略 ］  ［ 略 ］  ［ 略 ］  

第 ５ 項

第 １ 号  

租 税 特

別 措 置

法 第 41

条 第 ２

項 か ら

第 18 項

ま で 若

［ 略 ］  

［ 略 ］  ［ 略 ］  ［ 略 ］  

第 ５ 項

第 １ 号  

租 税 特

別 措 置

法 第 41

条 第 ２

項 か ら

第 ５ 項

ま で 若

［ 略 ］  



し く は

第 41 条

の ２  

 

 

 

 

 

［ 略 ］  ［ 略 ］  ［ 略 ］  
 

し く は

第 10 項

か ら 第

21 項 ま

で 若 し

く は 第

41 条 の

２  

［ 略 ］  ［ 略 ］  ［ 略 ］  
 

２ 、 ３  ［ 略 ］  ２ 、 ３  ［ 略 ］  

第 ３ 条  神 戸 市 市 税 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 第 ３ 条 に よ る 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 又 は 太 線 の 表 示 部 分

（ 以 下 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 に お い て 「 改 正 部 分 」 と い う 。 ） 及 び 第 ３ 条 に よ る 改

正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 又 は 太 線 の 表 示 部 分 （ 以 下 第 １ 号 及 び 第 ３ 号 に お

い て 「 改 正 後 部 分 」 と い う 。） に つ い て は 、 次 の と お り と す る 。  

  ( 1)  改 正 部 分 及 び こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 部 分 が 存 在 す る と き は 、 当 該 改

正 部 分 を 当 該 改 正 後 部 分 に 改 め る 。  

  ( 2)  改 正 部 分 の み 存 在 す る と き は 、 当 該 改 正 部 分 を 削 る 。  

  ( 3)  改 正 後 部 分 の み 存 在 す る と き は 、 当 該 改 正 後 部 分 を 加 え る 。  

第 ３ 条 に よ る 改 正 後  第 ３ 条 に よ る 改 正 前  

（ 固 定 資 産 税 の 免 税 点 ）  （ 固 定 資 産 税 の 免 税 点 ）  

第 38条  同 一 の 者 に つ い て 、 同 一 区 内

に お け る そ の 者 の 所 有 に 係 る 土 地 、

家 屋 又 は 償 却 資 産 に 対 し て 課 す る 固

定 資 産 税 の 課 税 標 準 と な る べ き 額 が

土 地 又 は 家 屋 に あ つ て は 30万 円 、 償

却 資 産 に あ つ て は 180 万 円 に 満 た な

い 場 合 に お い て は 、 固 定 資 産 税 を 課

第 38条  同 一 の 者 に つ い て 、 同 一 区 内

に お け る そ の 者 の 所 有 に 係 る 土 地 、

家 屋 又 は 償 却 資 産 に 対 し て 課 す る 固

定 資 産 税 の 課 税 標 準 と な る べ き 額 が

土 地 に あ つ て は 30万 円 、 家 屋 に あ つ

て は 20万 円 、 償 却 資 産 に あ つ て は 150

万 円 に 満 た な い 場 合 に お い て は 、 固



さ な い 。  定 資 産 税 を 課 さ な い 。  

第 ４ 条  神 戸 市 市 税 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 第 ４ 条 に よ る 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 又 は 太 線 の 表 示 部 分

（ 以 下 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 に お い て 「 改 正 部 分 」 と い う 。 ） 及 び 第 ４ 条 に よ る 改

正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 又 は 太 線 の 表 示 部 分 （ 以 下 第 １ 号 及 び 第 ３ 号 に お

い て 「 改 正 後 部 分 」 と い う 。） に つ い て は 、 次 の と お り と す る 。  

  ( 1)  改 正 部 分 及 び こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 部 分 が 存 在 す る と き は 、 当 該 改

正 部 分 を 当 該 改 正 後 部 分 に 改 め る 。  

  ( 2)  改 正 部 分 の み 存 在 す る と き は 、 当 該 改 正 部 分 を 削 る 。  

  ( 3)  改 正 後 部 分 の み 存 在 す る と き は 、 当 該 改 正 後 部 分 を 加 え る 。  

第 ４ 条 に よ る 改 正 後  第 ４ 条 に よ る 改 正 前  

（ 所 得 控 除 ）  （ 所 得 控 除 ）  

第 20条 の ３  所 得 割 の 納 税 義 務 者 が 次

の 各 号 に 掲 げ る 者 の い ず れ か に 該 当

す る 場 合 に は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に

定 め る 金 額 を そ の 者 の 前 年 の 所 得 に

つ い て 算 定 し た 総 所 得 金 額 、 退 職 所

得 金 額 又 は 山 林 所 得 金 額 か ら 控 除 す

る も の と す る 。  

第 20条 の ３  所 得 割 の 納 税 義 務 者 が 次

の 各 号 に 掲 げ る 者 の い ず れ か に 該 当

す る 場 合 に は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に

定 め る 金 額 を そ の 者 の 前 年 の 所 得 に

つ い て 算 定 し た 総 所 得 金 額 、 退 職 所

得 金 額 又 は 山 林 所 得 金 額 か ら 控 除 す

る も の と す る 。  

( 1 ) ～ ( 8)  ［ 略 ］  ( 1) ～ ( 8)  ［ 略 ］  

( 8の 2)  ひ と り 親 で あ る 所 得 割 の 納

税 義 務 者  33万 円  

( 8の 2)  ひ と り 親 で あ る 所 得 割 の 納

税 義 務 者  30万 円  

( 9 ) ～ ( 12)  ［ 略 ］  ( 9) ～ ( 12)  ［ 略 ］  

２ ～ 12 ［ 略 ］  ２ ～ 12 ［ 略 ］  

附  則  附  則  

（ 優 良 住 宅 地 の 造 成 等 の た め に 土 地

等 を 譲 渡 し た 場 合 の 長 期 譲 渡 所 得 に

係 る 市 民 税 の 課 税 の 特 例 ）  

（ 優 良 住 宅 地 の 造 成 等 の た め に 土 地

等 を 譲 渡 し た 場 合 の 長 期 譲 渡 所 得 に

係 る 市 民 税 の 課 税 の 特 例 ）  



第 15条 の ２  昭 和 63年 度 か ら 令 和 11年

度 ま で の 各 年 度 分 の 個 人 の 市 民 税 に

限 り 、 所 得 割 の 納 税 義 務 者 が 前 年 中

に 前 条 に 規 定 す る 譲 渡 所 得 の 基 因 と

な る 土 地 等 （ 租 税 特 別 措 置 法 第 31条

第 １ 項 に 規 定 す る 土 地 等 を い う 。 以

下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） の 譲 渡（ 同

項 に 規 定 す る 譲 渡 を い う 。 以 下 こ の

条 に お い て 同 じ 。） を し た 場 合 に お い

て 、 当 該 譲 渡 が 法 附 則 第 34条 の ２ 第

１ 項 に 規 定 す る 優 良 住 宅 地 等 の た め

の 譲 渡 に 該 当 す る と き に お け る 前 条

に 規 定 す る 譲 渡 所 得 （ 次 条 の 規 定 の

適 用 を 受 け る 譲 渡 所 得 を 除 く 。 以 下

こ の 条 に お い て 同 じ 。） に 係 る 課 税 長

期 譲 渡 所 得 金 額 に 対 し て 課 す る 市 民

税 の 所 得 割 の 額 に つ い て は 、 法 附 則

第 34条 の ２ 第 ５ 項 に 規 定 す る 額 と す

る 。  

第 15条 の ２  昭 和 63年 度 か ら 令 和 11年

度 ま で の 各 年 度 分 の 個 人 の 市 民 税 に

限 り 、 所 得 割 の 納 税 義 務 者 が 前 年 中

に 前 条 に 規 定 す る 譲 渡 所 得 の 基 因 と

な る 土 地 等 （ 租 税 特 別 措 置 法 第 31条

第 １ 項 に 規 定 す る 土 地 等 を い う 。 以

下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） の 譲 渡（ 同

項 に 規 定 す る 譲 渡 を い う 。 以 下 こ の

条 に お い て 同 じ 。） を し た 場 合 に お い

て 、 当 該 譲 渡 が 法 附 則 第 34条 の ２ 第

１ 項 に 規 定 す る 優 良 住 宅 地 等 の た め

の 譲 渡 に 該 当 す る と き に お け る 前 条

に 規 定 す る 譲 渡 所 得 （ 次 条 の 規 定 の

適 用 を 受 け る 譲 渡 所 得 を 除 く 。 以 下

こ の 条 に お い て 同 じ 。） に 係 る 課 税 長

期 譲 渡 所 得 金 額 に 対 し て 課 す る 市 民

税 の 所 得 割 の 額 に つ い て は 、 法 附 則

第 34条 の ２ 第 ４ 項 に 規 定 す る 額 と す

る 。  

２  前 項 の 規 定 は 、 昭 和 63年 度 か ら 令

和 11年 度 ま で の 各 年 度 分 の 個 人 の 市

民 税 に 限 り 、 所 得 割 の 納 税 義 務 者 が

前 年 中 に 前 条 に 規 定 す る 譲 渡 所 得 の

基 因 と な る 土 地 等 の 譲 渡 を し た 場 合

に お い て 、 当 該 譲 渡 が 法 附 則 第 34条

の ２ 第 ６ 項 に 規 定 す る 確 定 優 良 住 宅

地 等 予 定 地 の た め の 譲 渡 に 該 当 す る

と き に お け る 前 条 に 規 定 す る 譲 渡 所

２  前 項 の 規 定 は 、 昭 和 63年 度 か ら 令

和 11年 度 ま で の 各 年 度 分 の 個 人 の 市

民 税 に 限 り 、 所 得 割 の 納 税 義 務 者 が

前 年 中 に 前 条 に 規 定 す る 譲 渡 所 得 の

基 因 と な る 土 地 等 の 譲 渡 を し た 場 合

に お い て 、 当 該 譲 渡 が 法 附 則 第 34条

の ２ 第 ５ 項 に 規 定 す る 確 定 優 良 住 宅

地 等 予 定 地 の た め の 譲 渡 に 該 当 す る

と き に お け る 前 条 に 規 定 す る 譲 渡 所



得 に 係 る 課 税 長 期 譲 渡 所 得 金 額 に 対

し て 課 す る 市 民 税 の 所 得 割 に つ い て

準 用 す る 。  

得 に 係 る 課 税 長 期 譲 渡 所 得 金 額 に 対

し て 課 す る 市 民 税 の 所 得 割 に つ い て

準 用 す る 。  

３  ［ 略 ］  ３  ［ 略 ］  

４  第 １ 項 （ 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る

場 合 を 含 む 。 ） の 場 合 に お い て 、 所 得

割 の 納 税 義 務 者 が 、 租 税 特 別 措 置 法

第 31条 の ２ 第 ２ 項 第 13号 か ら 第 15号

ま で に 掲 げ る 土 地 等 の 譲 渡 に 該 当 す

る も の を し た と き に お け る そ の 譲 渡

を し た 土 地 等 が そ の 譲 渡 を し た 時 に

お い て 法 附 則 第 34条 の ２ 第 ８ 項 に 規

定 す る 区 域 内 に あ る と き は 、 当 該 土

地 等 の 譲 渡 は 、 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 に

規 定 す る 優 良 住 宅 地 等 の た め の 譲 渡

又 は 確 定 優 良 住 宅 地 等 予 定 地 の た め

の 譲 渡 に 該 当 し な い も の と み な す 。  

 

（ 東 日 本 大 震 災 に 係 る 被 災 居 住 用 財

産 に 係 る 譲 渡 期 限 の 延 長 等 の 特 例 ）  

（ 東 日 本 大 震 災 に 係 る 被 災 居 住 用 財

産 に 係 る 譲 渡 期 限 の 延 長 等 の 特 例 ）  

第 23条 の ２  そ の 有 す る 家 屋 で そ の 居

住 の 用 に 供 し て い た も の が 警 戒 区 域

設 定 指 示 等 （ 震 災 特 例 法 第 11条 の ６

第 ３ 項 に 規 定 す る 警 戒 区 域 設 定 指 示

等 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同

じ 。） が 行 わ れ た 日 に お い て 当 該 警 戒

区 域 設 定 指 示 等 の 対 象 区 域 内 に 所 在

し 、 当 該 警 戒 区 域 設 定 指 示 等 が 行 わ

れ た こ と に よ り そ の 居 住 の 用 に 供 す

第 23条 の ２  そ の 有 す る 家 屋 で そ の 居

住 の 用 に 供 し て い た も の が 警 戒 区 域

設 定 指 示 等 （ 震 災 特 例 法 第 11条 の ６

第 ３ 項 に 規 定 す る 警 戒 区 域 設 定 指 示

等 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同

じ 。） が 行 わ れ た 日 に お い て 当 該 警 戒

区 域 設 定 指 示 等 の 対 象 区 域 内 に 所 在

し 、 当 該 警 戒 区 域 設 定 指 示 等 が 行 わ

れ た こ と に よ り そ の 居 住 の 用 に 供 す



る こ と が で き な く な つ た 市 民 税 の 所

得 割 の 納 税 義 務 者 が 、 当 該 居 住 の 用

に 供 す る こ と が で き な く な つ た 家 屋

又 は 当 該 家 屋 及 び 当 該 家 屋 の 敷 地 の

用 に 供 さ れ て い る 土 地 等 （ 震 災 特 例

法 第 11条 の ６ 第 １ 項 に 規 定 す る 土 地

等 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同

じ 。 ） の 譲 渡（ 震 災 特 例 法 第 11条 の ４

第 ６ 項 に 規 定 す る 譲 渡 を い う 。 以 下

こ の 条 に お い て 同 じ 。） を し た 場 合 に

は 、 次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 規 定 中 同

表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ

同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 字 句 と し て 、 附

則 第 ４ 条 に 規 定 す る 法 附 則 第 ４ 条 の

規 定 、 附 則 第 ４ 条 の ２ に 規 定 す る 法

附 則 第 ４ 条 の ２ の 規 定 、 附 則 第 15条

に 規 定 す る 法 附 則 第 34条 の 規 定 、 附

則 第 15条 の ２ に 規 定 す る 法 附 則 第 34

条 の ２ の 規 定 、 附 則 第 15条 の ３ に 規

定 す る 法 附 則 第 34条 の ３ の 規 定 又 は

附 則 第 16条 に 規 定 す る 法 附 則 第 35条

の 規 定 を 適 用 す る 。  

る こ と が で き な く な つ た 市 民 税 の 所

得 割 の 納 税 義 務 者 が 、 当 該 居 住 の 用

に 供 す る こ と が で き な く な つ た 家 屋

又 は 当 該 家 屋 及 び 当 該 家 屋 の 敷 地 の

用 に 供 さ れ て い る 土 地 等 （ 震 災 特 例

法 第 11条 の ６ 第 １ 項 に 規 定 す る 土 地

等 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同

じ 。 ） の 譲 渡（ 震 災 特 例 法 第 11条 の ４

第 ６ 項 に 規 定 す る 譲 渡 を い う 。 以 下

こ の 条 に お い て 同 じ 。） を し た 場 合 に

は 、 次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 規 定 中 同

表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ

同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 字 句 と し て 、 附

則 第 ４ 条 に 規 定 す る 法 附 則 第 ４ 条 の

規 定 、 附 則 第 ４ 条 の ２ に 規 定 す る 法

附 則 第 ４ 条 の ２ の 規 定 、 附 則 第 15条

に 規 定 す る 法 附 則 第 34条 の 規 定 、 附

則 第 15条 の ２ に 規 定 す る 法 附 則 第 34

条 の ２ の 規 定 、 附 則 第 15条 の ３ に 規

定 す る 法 附 則 第 34条 の ３ の 規 定 又 は

附 則 第 16条 に 規 定 す る 法 附 則 第 35条

の 規 定 を 適 用 す る 。  

［ 略 ］  ［ 略 ］  ［ 略 ］  

附 則 第

15 条 の

２ 第 ３

項 に 規

定 す る

［ 略 ］  ［ 略 ］  

［ 略 ］  ［ 略 ］  ［ 略 ］  

附 則 第

15 条 の

２ 第 ３

項 に 規

定 す る

［ 略 ］  ［ 略 ］  



法 附 則

第 34 条

の ２ 第

７ 項  

［ 略 ］  ［ 略 ］  ［ 略 ］  
 

法 附 則

第 34 条

の ２ 第

６ 項  

［ 略 ］  ［ 略 ］  ［ 略 ］  
 

２  ［ 略 ］  ２  ［ 略 ］  

３  そ の 有 し て い た 家 屋 で そ の 居 住 の

用 に 供 し て い た も の が 東 日 本 大 震 災

に よ り 滅 失 （ 震 災 特 例 法 第 11条 の ６

第 ４ 項 に 規 定 す る 滅 失 を い う 。 以 下

こ の 条 に お い て 同 じ 。） を し た こ と に

よ り そ の 居 住 の 用 に 供 す る こ と が で

き な く な つ た 市 民 税 の 所 得 割 の 納 税

義 務 者 が 、 当 該 滅 失 を し た 当 該 家 屋

の 敷 地 の 用 に 供 さ れ て い た 土 地 等 の

譲 渡 を し た 場 合 に は 、 次 の 表 の 左 欄

に 掲 げ る 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る

字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 右 欄 に 掲 げ

る 字 句 と し て 、 附 則 第 ４ 条 に 規 定 す

る 法 附 則 第 ４ 条 の 規 定 、 附 則 第 ４ 条

の ２ に 規 定 す る 法 附 則 第 ４ 条 の ２ の

規 定 、 附 則 第 15条 に 規 定 す る 法 附 則

第 34条 の 規 定 、 附 則 第 15条 の ２ に 規

定 す る 法 附 則 第 34条 の ２ の 規 定 、 附

則 第 15条 の ３ に 規 定 す る 法 第 34条 の

３ の 規 定 又 は 附 則 第 16条 に 規 定 す る

法 附 則 第 35条 の 規 定 を 適 用 す る 。  

３  そ の 有 し て い た 家 屋 で そ の 居 住 の

用 に 供 し て い た も の が 東 日 本 大 震 災

に よ り 滅 失 （ 震 災 特 例 法 第 11条 の ６

第 ４ 項 に 規 定 す る 滅 失 を い う 。 以 下

こ の 条 に お い て 同 じ 。） を し た こ と に

よ り そ の 居 住 の 用 に 供 す る こ と が で

き な く な つ た 市 民 税 の 所 得 割 の 納 税

義 務 者 が 、 当 該 滅 失 を し た 当 該 家 屋

の 敷 地 の 用 に 供 さ れ て い た 土 地 等 の

譲 渡 を し た 場 合 に は 、 次 の 表 の 左 欄

に 掲 げ る 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る

字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 右 欄 に 掲 げ

る 字 句 と し て 、 附 則 第 ４ 条 に 規 定 す

る 法 附 則 第 ４ 条 の 規 定 、 附 則 第 ４ 条

の ２ に 規 定 す る 法 附 則 第 ４ 条 の ２ の

規 定 、 附 則 第 15条 に 規 定 す る 法 附 則

第 34条 の 規 定 、 附 則 第 15条 の ２ に 規

定 す る 法 附 則 第 34条 の ２ の 規 定 、 附

則 第 15条 の ３ に 規 定 す る 法 第 34条 の

３ の 規 定 又 は 附 則 第 16条 に 規 定 す る

法 附 則 第 35条 の 規 定 を 適 用 す る 。  

［ 略 ］  ［ 略 ］  ［ 略 ］  ［ 略 ］  ［ 略 ］  ［ 略 ］  



附 則 第

15 条 の

２ 第 ３

項 に 規

定 す る

法 附 則

第 34 条

の ２ 第

７ 項  

［ 略 ］  ［ 略 ］  

［ 略 ］  ［ 略 ］  ［ 略 ］  
 

附 則 第

15 条 の

２ 第 ３

項 に 規

定 す る

法 附 則

第 34 条

の ２ 第

６ 項  

［ 略 ］  ［ 略 ］  

［ 略 ］  ［ 略 ］  ［ 略 ］  
 

４ 、 ５  ［ 略 ］  ４ 、 ５  ［ 略 ］  

（ 東 日 本 大 震 災 に 係 る 買 換 資 産 の 取

得 期 間 等 の 延 長 の 特 例 ）  

（ 東 日 本 大 震 災 に 係 る 買 換 資 産 の 取

得 期 間 等 の 延 長 の 特 例 ）  

第 23条 の ３  ［ 略 ］  第 23条 の ３  ［ 略 ］  

２  附 則 第 15条 の ２ 第 ２ 項 の 規 定 の 適

用 を 受 け た 土 地 等 の 譲 渡 の 全 部 又 は

一 部 が 、 東 日 本 大 震 災 に 起 因 す る や

む を 得 な い 事 情 に よ り 、 法 附 則 第 34

条 の ２ 第 ６ 項 に 規 定 す る 期 間 （ そ の

末 日 が 平 成 23年 12月 31日 で あ る も の

に 限 る 。） 内 に 租 税 特 別 措 置 法 第 31条

の ２ 第 ２ 項 第 13号 か ら 第 16号 ま で に

掲 げ る 土 地 等 の 譲 渡 に 該 当 す る こ と

が 困 難 と な つ た 場 合 で 政 令 で 定 め る

場 合 に お い て 、 平 成 24年 １ 月 １ 日 か

ら 起 算 し て ２ 年 以 内 の 日 で 政 令 で 定

め る 日 ま で の 期 間 内 に 当 該 譲 渡 の 全

部 又 は 一 部 が こ れ ら の 規 定 に 掲 げ る

２  附 則 第 15条 の ２ 第 ２ 項 の 規 定 の 適

用 を 受 け た 土 地 等 の 譲 渡 の 全 部 又 は

一 部 が 、 東 日 本 大 震 災 に 起 因 す る や

む を 得 な い 事 情 に よ り 、 法 附 則 第 34

条 の ２ 第 ５ 項 に 規 定 す る 期 間 （ そ の

末 日 が 平 成 23年 12月 31日 で あ る も の

に 限 る 。） 内 に 租 税 特 別 措 置 法 第 31条

の ２ 第 ２ 項 第 13号 か ら 第 16号 ま で に

掲 げ る 土 地 等 の 譲 渡 に 該 当 す る こ と

が 困 難 と な つ た 場 合 で 政 令 で 定 め る

場 合 に お い て 、 平 成 24年 １ 月 １ 日 か

ら 起 算 し て ２ 年 以 内 の 日 で 政 令 で 定

め る 日 ま で の 期 間 内 に 当 該 譲 渡 の 全

部 又 は 一 部 が こ れ ら の 規 定 に 掲 げ る



土 地 等 の 譲 渡 に 該 当 す る こ と と な る

こ と が 確 実 で あ る と 認 め ら れ る こ と

に つ き 総 務 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ

り 証 明 が さ れ た と き は 、 当 該 譲 渡 の

日 か ら 当 該 政 令 で 定 め る 日 ま で の 期

間 を 法 附 則 第 34条 の ２ 第 ６ 項 に 規 定

す る 期 間 と み な し て 、 附 則 第 15条 の

２ の 規 定 を 適 用 す る 。  

土 地 等 の 譲 渡 に 該 当 す る こ と と な る

こ と が 確 実 で あ る と 認 め ら れ る こ と

に つ き 総 務 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ

り 証 明 が さ れ た と き は 、 当 該 譲 渡 の

日 か ら 当 該 政 令 で 定 め る 日 ま で の 期

間 を 法 附 則 第 34条 の ２ 第 ５ 項 に 規 定

す る 期 間 と み な し て 、 附 則 第 15条 の

２ の 規 定 を 適 用 す る 。  

第 ５ 条  神 戸 市 市 税 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 第 ５ 条 に よ る 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 又 は 太 線 の 表 示 部 分

（ 以 下 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 に お い て 「 改 正 部 分 」 と い う 。 ） 及 び 第 ５ 条 に よ る 改

正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 又 は 太 線 の 表 示 部 分 （ 以 下 第 １ 号 及 び 第 ３ 号 に お

い て 「 改 正 後 部 分 」 と い う 。） に つ い て は 、 次 の と お り と す る 。  

  ( 1)  改 正 部 分 及 び こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 部 分 が 存 在 す る と き は 、 当 該 改

正 部 分 を 当 該 改 正 後 部 分 に 改 め る 。  

  ( 2)  改 正 部 分 の み 存 在 す る と き は 、 当 該 改 正 部 分 を 削 る 。  

  ( 3)  改 正 後 部 分 の み 存 在 す る と き は 、 当 該 改 正 後 部 分 を 加 え る 。  

第 ５ 条 に よ る 改 正 後  第 ５ 条 に よ る 改 正 前  

（ 市 民 税 に 関 す る 用 語 の 意 義 ）  （ 市 民 税 に 関 す る 用 語 の 意 義 ）  

第 18条  市 民 税 に つ い て 、 次 の 各 号 に

掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ ぞ れ 当 該

各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

第 18条  市 民 税 に つ い て 、 次 の 各 号 に

掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ ぞ れ 当 該

各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

( 1 ) ～ ( 3)  ［ 略 ］  ( 1) ～ ( 3)  ［ 略 ］  

( 4 )  法 人 税 額  次 に 掲 げ る 法 人 の 区

分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 額

を い う 。  

( 4 )  法 人 税 額  次 に 掲 げ る 法 人 の 区

分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 額

を い う 。  

ア  内 国 法 人  法 人 税 法 そ の 他 の

法 人 税 に 関 す る 法 令 の 規 定 に よ

ア  内 国 法 人  法 人 税 法 そ の 他 の

法 人 税 に 関 す る 法 令 の 規 定 に よ



り 計 算 し た 法 人 税 額 （ 各 対 象 会

計 年 度 （ 法 人 税 法 第 15条 の ２ に

規 定 す る 対 象 会 計 年 度 を い う 。

以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。） の 国

際 最 低 課 税 額 （ 同 法 第 82条 の ３

第 １ 項 に 規 定 す る 国 際 最 低 課 税

額 を い う 。 ） に 対 す る 法 人 税 の

額 、 各 対 象 会 計 年 度 の 国 際 最 低

課 税 残 余 額 （ 同 法 第 82条 の 11第

１ 項 に 規 定 す る 国 際 最 低 課 税 残

余 額 を い う 。） に 対 す る 法 人 税 の

額 及 び 各 対 象 会 計 年 度 の 国 内 最

低 課 税 額 （ 同 法 第 82条 の 19第 １

項 に 規 定 す る 国 内 最 低 課 税 額 を

い う 。） に 対 す る 法 人 税 の 額 を 除

く 。 ） で 、 法 人 税 法 第 68条（ 租 税

特 別 措 置 法 第 ３ 条 の ３ 第 ５ 項 、

第 ６ 条 第 ３ 項 、 第 ８ 条 の ３ 第 ５

項 、第 ９ 条 の ２ 第 ４ 項 、第 ９ 条 の

３ の ２ 第 ７ 項 、 第 41条 の ９ 第 ４

項 、 第 41条 の 12第 ４ 項 及 び 第 41

条 の 12の ２ 第 ７ 項 の 規 定 に よ り

読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） 、 第 69条（ 租 税 特 別 措 置 法

第 66条 の ７ 第 １ 項 及 び 第 66条 の

９ の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 読 み

替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、

第 69条 の ２ （ 租 税 特 別 措 置 法 第

り 計 算 し た 法 人 税 額 （ 各 対 象 会

計 年 度 （ 法 人 税 法 第 15条 の ２ に

規 定 す る 対 象 会 計 年 度 を い う 。

以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。） の 国

際 最 低 課 税 額 （ 同 法 第 82条 の ３

第 １ 項 に 規 定 す る 国 際 最 低 課 税

額 を い う 。 ） に 対 す る 法 人 税 の

額 、 各 対 象 会 計 年 度 の 国 際 最 低

課 税 残 余 額 （ 同 法 第 82条 の 11第

１ 項 に 規 定 す る 国 際 最 低 課 税 残

余 額 を い う 。） に 対 す る 法 人 税 の

額 及 び 各 対 象 会 計 年 度 の 国 内 最

低 課 税 額 （ 同 法 第 82条 の 19第 １

項 に 規 定 す る 国 内 最 低 課 税 額 を

い う 。） に 対 す る 法 人 税 の 額 を 除

く 。 ） で 、 法 人 税 法 第 68条（ 租 税

特 別 措 置 法 第 ３ 条 の ３ 第 ５ 項 、

第 ６ 条 第 ３ 項 、 第 ８ 条 の ３ 第 ５

項 、第 ９ 条 の ２ 第 ４ 項 、第 ９ 条 の

３ の ２ 第 ７ 項 、 第 41条 の ９ 第 ４

項 、 第 41条 の 12第 ４ 項 及 び 第 41

条 の 12の ２ 第 ７ 項 の 規 定 に よ り

読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） 、 第 69条（ 租 税 特 別 措 置 法

第 66条 の ７ 第 １ 項 及 び 第 66条 の

９ の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 読 み

替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、

第 69条 の ２ （ 租 税 特 別 措 置 法 第



９ 条 の ３ の ２ 第 ７ 項 、 第 ９ 条 の

６ 第 ４ 項 、 第 ９ 条 の ６ の ２ 第 ４

項 、 第 ９ 条 の ６ の ３ 第 ４ 項 及 び

第 ９ 条 の ６ の ４ 第 ４ 項 の 規 定 に

よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を

含 む 。） 及 び 第 70条 並 び に 租 税 特

別 措 置 法 第 42条 の ４ 、 第 42条 の

４ の ２ 、第 42条 の ５ 、第 42条 の 10

（ 第 １ 項 、第 ３ 項 、第 ４ 項 及 び 第

７ 項 を 除 く 。 ） 、 第 42条 の 11（ 第

１ 項 、 第 ３ 項 か ら 第 ５ 項 ま で 及

び 第 ８ 項 を 除 く 。 ） 、 第 42条 の 11

の ２ （ 第 １ 項 、 第 ３ 項 、 第 ４ 項 及

び 第 ７ 項 を 除 く 。 ） 、 第 42条 の 12

（ 第 １ 項 、 第 ３ 項 か ら 第 ５ 項 ま

で 及 び 第 ８ 項 を 除 く 。 ） 、 第 42条

の 12の ２ 、第 42条 の 12の ５ 、第 42

条 の 12の ６（ 第 １ 項 、第 ９ 項 か ら

第 11 項 ま で 及 び 第 19 項 を 除

く 。 ） 、 第 42条 の 12の ７ （ 第 １ 項 、

第 ５ 項 、 第 ６ 項 、 第 ８ 項 、 第 ９ 項

及 び 第 12項 を 除 く 。 ） 、 第 66条 の

７ （ 第 ２ 項 、第 ６ 項 及 び 第 10項 か

ら 第 13項 ま で を 除 く 。） 及 び 第 66

条 の ９ の ３ （ 第 ２ 項 、第 ５ 項 及 び

第 ９ 項 か ら 第 12項 ま で を 除 く 。 ）

の 規 定 の 適 用 を 受 け る 前 の も の

を い い 、法 人 税 に 係 る 延 滞 税 、利

９ 条 の ３ の ２ 第 ７ 項 、 第 ９ 条 の

６ 第 ４ 項 、 第 ９ 条 の ６ の ２ 第 ４

項 、 第 ９ 条 の ６ の ３ 第 ４ 項 及 び

第 ９ 条 の ６ の ４ 第 ４ 項 の 規 定 に

よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を

含 む 。） 及 び 第 70条 並 び に 租 税 特

別 措 置 法 第 42条 の ４ 、 第 42条 の

４ の ２ 、 第 42条 の 10（ 第 １ 項 、 第

３ 項 、 第 ４ 項 及 び 第 ７ 項 を 除

く 。 ） 、 第 42条 の 11（ 第 １ 項 、 第

３ 項 か ら 第 ５ 項 ま で 及 び 第 ８ 項

を 除 く 。 ） 、 第 42条 の 11の ２ （ 第

１ 項 、第 ３ 項 、第 ４ 項 及 び 第 ７ 項

を 除 く 。 ） 、 第 42条 の 12（ 第 １ 項 、

第 ３ 項 か ら 第 ５ 項 ま で 及 び 第 ８

項 を 除 く 。 ） 、 第 42条 の 12の ２ 、

第 42条 の 12の ５ 、 第 42条 の 12の

６（ 第 １ 項 、第 ９ 項 か ら 第 11項 ま

で 及 び 第 19項 を 除 く 。 ） 、 第 66条

の ７ （ 第 ２ 項 、第 ６ 項 及 び 第 10項

か ら 第 13項 ま で を 除 く 。） 及 び 第

66条 の ９ の ３ （ 第 ２ 項 、第 ５ 項 及

び 第 ９ 項 か ら 第 12 項 ま で を 除

く 。） の 規 定 の 適 用 を 受 け る 前 の

も の を い い 、 法 人 税 に 係 る 延 滞

税 、 利 子 税 、 過 少 申 告 加 算 税 、 無

申 告 加 算 税 及 び 重 加 算 税 の 額 を

含 ま な い も の と す る 。  



子 税 、過 少 申 告 加 算 税 、無 申 告 加

算 税 及 び 重 加 算 税 の 額 を 含 ま な

い も の と す る 。  

イ  外 国 法 人  次 に 掲 げ る 国 内 源

泉 所 得 の 区 分 ご と に 、 法 人 税 法

そ の 他 の 法 人 税 に 関 す る 法 令 の

規 定 に よ り 計 算 し た 法 人 税 額

（ 各 対 象 会 計 年 度 の 国 際 最 低 課

税 残 余 額（ 法 人 税 法 第 145条 の ２

第 １ 項 に 規 定 す る 国 際 最 低 課 税

残 余 額 を い う 。） に 対 す る 法 人 税

の 額 及 び 各 対 象 会 計 年 度 の 国 内

最 低 課 税 額（ 同 法 第 145条 の ６ 第

１ 項 に 規 定 す る 国 内 最 低 課 税 額

を い う 。） に 対 す る 法 人 税 の 額 を

除 く 。 ） で 、 法 人 税 法 第 144条（ 租

税 特 別 措 置 法 第 ９ 条 の ３ の ２ 第

７ 項 、第 41条 の ９ 第 ４ 項 、第 41条

の 12第 ４ 項 、 第 41条 の 12の ２ 第

７ 項 及 び 第 41条 の 22第 ２ 項 の 規

定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場

合 を 含 む 。） に お い て 準 用 す る 法

人 税 法 第 68条 （ 租 税 特 別 措 置 法

第 ９ 条 の ３ の ２ 第 ７ 項 、 第 41条

の ９ 第 ４ 項 、 第 41条 の 12第 ４ 項

及 び 第 41条 の 12の ２ 第 ７ 項 の 規

定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場

合 を 含 む 。 ） 、 第 144条 の ２ 及 び

イ  外 国 法 人  次 に 掲 げ る 国 内 源

泉 所 得 の 区 分 ご と に 、 法 人 税 法

そ の 他 の 法 人 税 に 関 す る 法 令 の

規 定 に よ り 計 算 し た 法 人 税 額

（ 各 対 象 会 計 年 度 の 国 際 最 低 課

税 残 余 額（ 法 人 税 法 第 145条 の ２

第 １ 項 に 規 定 す る 国 際 最 低 課 税

残 余 額 を い う 。） に 対 す る 法 人 税

の 額 及 び 各 対 象 会 計 年 度 の 国 内

最 低 課 税 額（ 同 法 第 145条 の ６ 第

１ 項 に 規 定 す る 国 内 最 低 課 税 額

を い う 。） に 対 す る 法 人 税 の 額 を

除 く 。 ） で 、 法 人 税 法 第 144条（ 租

税 特 別 措 置 法 第 ９ 条 の ３ の ２ 第

７ 項 、第 41条 の ９ 第 ４ 項 、第 41条

の 12第 ４ 項 、 第 41条 の 12の ２ 第

７ 項 及 び 第 41条 の 22第 ２ 項 の 規

定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場

合 を 含 む 。） に お い て 準 用 す る 法

人 税 法 第 68条 （ 租 税 特 別 措 置 法

第 ９ 条 の ３ の ２ 第 ７ 項 、 第 41条

の ９ 第 ４ 項 、 第 41条 の 12第 ４ 項

及 び 第 41条 の 12の ２ 第 ７ 項 の 規

定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場

合 を 含 む 。 ） 、 第 144条 の ２ 及 び



第 144条 の ２ の ２ （ 租 税 特 別 措 置

法 第 ９ 条 の ３ の ２ 第 ７ 項 、 第 ９

条 の ６ 第 ４ 項 、 第 ９ 条 の ６ の ２

第 ４ 項 、 第 ９ 条 の ６ の ３ 第 ４ 項

及 び 第 ９ 条 の ６ の ４ 第 ４ 項 の 規

定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場

合 を 含 む 。） 並 び に 租 税 特 別 措 置

法 第 42条 の ４ 、 第 42条 の ４ の ２ 、

第 42条 の ５ 、 第 42条 の 10（ 第 １

項 、第 ３ 項 、第 ４ 項 及 び 第 ７ 項 を

除 く 。 ） 、 第 42条 の 11（ 第 １ 項 、

第 ３ 項 か ら 第 ５ 項 ま で 及 び 第 ８

項 を 除 く 。） 、第 42条 の 11の ２（ 第

１ 項 、第 ３ 項 、第 ４ 項 及 び 第 ７ 項

を 除 く 。 ） 、 第 42条 の 12（ 第 １ 項 、

第 ３ 項 か ら 第 ５ 項 ま で 及 び 第 ８

項 を 除 く 。 ） 第 42条 の 12の ２ 、 第

42条 の 12の ５ 、 第 42条 の 12の ６

（ 第 １ 項 、 第 ９ 項 か ら 第 11項 ま

で 及 び 第 19項 を 除 く 。） 及 び 第 42

条 の 12の ７ （ 第 １ 項 、 第 ５ 項 、 第

６ 項 、第 ８ 項 、第 ９ 項 及 び 第 12項

を 除 く 。） の 規 定 の 適 用 を 受 け る

前 の も の を い い 、 法 人 税 に 係 る

延 滞 税 、 利 子 税 、 過 少 申 告 加 算

税 、 無 申 告 加 算 税 及 び 重 加 算 税

の 額 を 含 ま な い も の と す る 。  

第 144条 の ２ の ２ （ 租 税 特 別 措 置

法 第 ９ 条 の ３ の ２ 第 ７ 項 、 第 ９

条 の ６ 第 ４ 項 、 第 ９ 条 の ６ の ２

第 ４ 項 、 第 ９ 条 の ６ の ３ 第 ４ 項

及 び 第 ９ 条 の ６ の ４ 第 ４ 項 の 規

定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場

合 を 含 む 。） 並 び に 租 税 特 別 措 置

法 第 42条 の ４ 、 第 42条 の ４ の ２ 、

第 42条 の 10（ 第 １ 項 、 第 ３ 項 、 第

４ 項 及 び 第 ７ 項 を 除 く 。 ） 、 第  

42条 の 11（ 第 １ 項 、第 ３ 項 か ら 第

５ 項 ま で 及 び 第 ８ 項 を 除 く 。 ） 、

第 42条 の 11の ２ （ 第 １ 項 、 第 ３

項 、第 ４ 項 及 び 第 ７ 項 を 除 く 。） 、

第 42条 の 12（ 第 １ 項 、第 ３ 項 か ら

第 ５ 項 ま で 及 び 第 ８ 項 を 除 く 。 ）

第 42条 の 12の ２ 、 第 42条 の 12の

５ 及 び 第 42条 の 12の ６ （ 第 １ 項 、

第 ９ 項 か ら 第 11項 ま で 及 び 第 19

項 を 除 く 。） の 規 定 の 適 用 を 受 け

る 前 の も の を い い 、 法 人 税 に 係

る 延 滞 税 、利 子 税 、過 少 申 告 加 算

税 、 無 申 告 加 算 税 及 び 重 加 算 税

の 額 を 含 ま な い も の と す る 。  

( ア ) 、 ( イ )  ［ 略 ］  ( ア ) 、 ( イ )  ［ 略 ］  



( 4の 2) ～ ( 15)  ［ 略 ］  ( 4の 2) ～ ( 15)  ［ 略 ］  

２ ～ ５  ［ 略 ］  ２ ～ ５  ［ 略 ］  

第 ６ 条  神 戸 市 市 税 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 第 ６ 条 に よ る 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 又 は 太 線 の 表 示 部 分

（ 以 下 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 に お い て 「 改 正 部 分 」 と い う 。 ） 及 び 第 ６ 条 に よ る 改

正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 の 下 線 又 は 太 線 の 表 示 部 分 （ 以 下 第 １ 号 及 び 第 ３ 号 に お

い て 「 改 正 後 部 分 」 と い う 。） に つ い て は 、 次 の と お り と す る 。  

  ( 1)  改 正 部 分 及 び こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 部 分 が 存 在 す る と き は 、 当 該 改

正 部 分 を 当 該 改 正 後 部 分 に 改 め る 。  

  ( 2)  改 正 部 分 の み 存 在 す る と き は 、 当 該 改 正 部 分 を 削 る 。  

  ( 3)  改 正 後 部 分 の み 存 在 す る と き は 、 当 該 改 正 後 部 分 を 加 え る 。  

第 ６ 条 に よ る 改 正 後  第 ６ 条 に よ る 改 正 前  

附  則  附  則  

（ 特 定 暗 号 資 産 に 係 る 市 民 税 の 課 税

の 特 例 ）  

 

第 16条 の ３ の ３  法 附 則 第 35条 の ３ の

６ 第 ４ 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 事 業

所 得 、 譲 渡 所 得 又 は 雑 所 得 を 有 す る

場 合 は 、 同 項 か ら 第 ６ 項 ま で に 定 め

る と こ ろ に よ り 市 民 税 の 所 得 割 を 課

す る 。  

 

（ 特 定 暗 号 資 産 に 係 る 譲 渡 損 失 の 繰

越 控 除 ）  

 

第 16条 の ３ の ４  法 附 則 第 35条 の ３ の

７ 第 ７ 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 譲 渡

損 失 の 金 額 は 、 同 項 か ら 第 12項 ま で

に 定 め る と こ ろ に よ り 譲 渡 所 得 等 の

金 額 の 計 算 上 控 除 す る 。  

 



附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 は 、

当 該 各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。  

( 1 )  第 ２ 条 及 び 次 条 の 規 定  令 和 ９ 年 １ 月 １ 日  

( 2 )  第 ３ 条 及 び 附 則 第 ８ 条 の 規 定  令 和 ９ 年 ４ 月 １ 日  

( 3 )  第 ４ 条 及 び 附 則 第 ３ 条 の 規 定  令 和 10年 １ 月 １ 日  

( 4 )  第 ５ 条 （ 次 号 に 掲 げ る 改 正 規 定 を 除 く 。 ） 及 び 附 則 第 ４ 条 の 規 定  経 済 社

会 情 勢 の 変 化 を 踏 ま え た 企 業 の 事 業 活 動 の 持 続 的 な 発 展 を 図 る た め の 産 業 競

争 力 強 化 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 ８ 年 法 律 第  号 ） の 施 行 の 日  

( 5)  第 ５ 条 （ 第 18条 第 １ 項 第 ４ 号 ア 及 び イ の 改 正 規 定 （ 「 、 42条 の ５ 」 を 加 え

る 部 分 に 限 る 。 ） に 限 る 。 ） 及 び 附 則 第 ５ 条 の 規 定  産 業 技 術 力 強 化 法 の 一

部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 ８ 年 法 律 第  号 ） の 施 行 の 日  

( 6)  第 ６ 条 及 び 附 則 第 ６ 条 の 規 定   金 融 商 品 取 引 法 及 び 資 金 決 済 に 関 す る 法

律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律（ 令 和 ８ 年 法 律 第  号 ） の 施 行 の 日 の 属 す る 年 の 翌 々

年 の １ 月 １ 日  

（ 市 民 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

第 ２ 条  第 ２ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 神 戸 市 市 税 条 例（ 以 下「 新 条 例 」 と い う 。 ）

第 18条 第 １ 項 （ 第 ７ 号 及 び 第 ９ 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 は 、 令 和 ９ 年 度

以 後 の 年 度 分 の 個 人 の 市 民 税 に つ い て 適 用 し 、 令 和 ８ 年 度 分 ま で の 個 人 の 市 民

税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

２  新 条 例 第 23条 の ２ 第 ４ 項 の 規 定 は 、 令 和 10年 度 以 後 の 年 度 分 の 個 人 の 市 民 税

に つ い て 適 用 し 、 令 和 ９ 年 度 分 ま で の 個 人 の 市 民 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例

に よ る 。  

３  新 条 例 第 25条 の ２ の ３ 第 １ 項 の 規 定 は 、 附 則 第 １ 条 第 ２ 号 に 掲 げ る 規 定 の 施

行 の 日 （ 以 下 「 ２ 号 施 行 日 」 と い う 。 ） 以 後 に 支 払 を 受 け る べ き 公 的 年 金 等 に

つ い て 提 出 す る 新 条 例 第 25条 の ２ の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 申 告 書 に つ い て 適 用

し 、 ２ 号 施 行 日 前 に 支 払 を 受 け る べ き 公 的 年 金 等 に つ い て 提 出 し た 第 ２ 条 の 規

定 に よ る 改 正 前 の 神 戸 市 市 税 条 例 （ 以 下 「 旧 条 例 」 と い う 。 ） 第 25条 の ２ の ３



第 １ 項 の 規 定 に よ る 申 告 書 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

第 ３ 条  第 ４ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 神 戸 市 市 税 条 例 （ 以 下 「 ４ 条 新 条 例 」 と い

う 。 ） 第 20条 の ３ 第 １ 項 の 規 定 は 、 令 和 10年 度 以 後 の 年 度 分 の 個 人 の 市 民 税 に

つ い て 適 用 し 、 令 和 ９ 年 度 分 ま で の 個 人 の 市 民 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に

よ る 。  

２  ４ 条 新 条 例 附 則 第 15条 の ２ 第 ４ 項 の 規 定 は 、 市 民 税 の 所 得 割 の 納 税 義 務 者 が

附 則 第 １ 条 第 ３ 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 ３ 号 施 行 日 」 と い う 。 ） 以

後 に 行 う ４ 条 新 条 例 第 15条 の ２ 第 １ 項 の 土 地 等 の 譲 渡 に つ い て 適 用 す る 。  

第 ４ 条  第 ５ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 神 戸 市 市 税 条 例 （ 以 下 「 ５ 条 新 条 例 」 と い

う 。）第 18条 第 １ 項（ 租 税 特 別 措 置 法 第 42条 の 12の ７ の 規 定 に 係 る 部 分 に 限 る 。）

の 規 定 は 、 附 則 第 １ 条 第 ４ 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 以 後 に 終 了 す る 事 業 年 度

分 の 法 人 の 市 民 税 に つ い て 適 用 す る 。  

第 ５ 条  ５ 条 新 条 例 第 18条 第 １ 項 （ 租 税 特 別 措 置 法 第 42条 の ５ の 規 定 に 係 る 部 分

に 限 る 。 ） の 規 定 は 、 附 則 第 １ 条 第 ５ 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 以 後 に 終 了 す

る 事 業 年 度 分 の 法 人 の 市 民 税 に つ い て 適 用 す る 。  

第 ６ 条  第 ６ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 神 戸 市 市 税 条 例 附 則 第 16条 の ３ の ３ 及 び 第

16条 の ３ の ４ の 規 定 は 、 附 則 第 １ 条 第 ６ 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 の 属 す る 年

度 の 翌 年 度 以 後 の 年 度 分 の 個 人 の 市 民 税 に つ い て 適 用 す る 。  

（ 固 定 資 産 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

第 ７ 条  令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ８ 年 ３ 月 31日 ま で に 新 た に 取 得 さ れ た 地 方 税

法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 ８ 年 法 律 第 ２ 号 。 以 下 「 改 正 法 」 と い う 。 ）

第 １ 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 地 方 税 法（ 昭 和 25年 法 律 第 226号 。 以 下「 旧 法 」 と

い う 。 ） 附 則 第 15条 第 25項 に 規 定 す る 特 定 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 設 備 に 対 し

て 課 す る 固 定 資 産 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

２  平 成 30年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ８ 年 ３ 月 31日 ま で の 間 に 旧 法 附 則 第 15条 の 11第 １

項 に 規 定 す る 利 便 性 等 向 上 改 修 工 事 が 行 わ れ た 改 修 実 演 芸 術 公 演 施 設 に 対 し て

課 す る 固 定 資 産 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

３  前 ２ 項 及 び 次 条 に 定 め る も の の ほ か 、 固 定 資 産 税 に 関 す る 経 過 措 置 は 、 改 正

法 附 則 第 14条 第 15項 か ら 第 18項 ま で に 定 め る と こ ろ に よ る 。  



第 ８ 条  第 ３ 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 神 戸 市 市 税 条 例 第 38条 の 規 定 は 、 令 和 ９ 年

度 以 後 の 年 度 分 の 固 定 資 産 税 に つ い て 適 用 し 、 令 和 ８ 年 度 分 ま で の 固 定 資 産 税

に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

 

理     由  

地 方 税 法（ 昭 和 25年 法 律 第 226号 ） 等 の 改 正 に 伴 い 、 条 例 を 改 正 す る 必 要 が あ る

た め 。  



【 第 46 号議案】 神戸市市税条例の一部を 改正する 条例案の概要  
 

 

令和８ 年度税制改正によ る 地方税法等の改正に伴い、神戸市市税条例の一部の改正を 行う 。 

市民税関係 

〇 扶養親族等に係る 所得要件を引き 上げる 改正   改正条文： 第18条第１ 項第７ 号等 

扶養親族及び同一生計配偶者の合計所得金額に係る 要件について、62万円（ 現行58万円）

に引上げ。  

〇 ひと り 親控除を 引き 上げる 改正      改正条文： 第20条の３ 第１ 項第８ 号の２  

ひと り 親控除の控除額を 33万円（ 現行30万円） に引上げ。  

〇 ふる さ と 納税制度の寄附金税額控除を 見直す改正   改正条文： 第23条の２ 第４ 項 

個人住民税の特例控除について、 193万円（ 市民税154万４ 千円、 県民税38万６ 千円） の

上限を設定。  

固定資産税関係 

〇 再生可能エネルギー発電設備に係る 課税標準の特例措置を 見直す改正 

改正条文： 第36条の３ 第７ 項 

次の発電設備について、 課税初年度から ３ 年度分の固定資産税の課税標準につき 、 条例

で定める 割合を 乗じ た額と する 。  

発電設備 参酌基準 条例で定める 割合の範囲 特例割合 

太陽光発電設備（ ﾍ゚ ﾛﾌ゙ ｽｶｲﾄ）  １ ／２  １ ／３ ～２ ／３  １ ／２  

洋上風力発電設備（ 再エネ法）  ３ ／５  １ ／２ ～７ ／10 ３ ／５  

洋上風力発電設備（ 港湾法） 等 ２ ／３  １ ／２ ～５ ／６  ２ ／３  

〇 バリ アフ リ ー改修が行われた特別特定建築物に係る 税額の減額措置を 見直す改正 

改正条文： 第37条の６ の２  

工事完了の翌年度分から ２ 年度分の固定資産税額につき 、 １ ／３ を 参酌し て１ ／６ 以上

１ ／２ 以下の範囲内において条例で定める 割合を 減額（ →減額割合を１ ／３ と する ）。  

〇 免税点を 見直す改正                     改正条文： 第38条 

家屋に係る 免税点を 30万円（ 現行： 20万円） に、 償却資産に係る 免税点を180万円（ 現行：

150万円） に引上げ。  

その他の改正 

・ その他、 法令改正に伴う 条ずれ等の規定の整備に係る 改正。  


